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北海道が実施 している羅臼沖合のスケ トウダラ漁業の許可条件

○許可について

北海道では2003年9月 に漁業協同組合が管理 していた共同漁業権のスケ トウダ

ラ刺 し網漁業を道知事が管理する許可漁業に移行 し､ス ケ トウダラ資源の管理体制 を

強化 してきたところである｡

知床周辺でスケ トウダラ漁業を営む者は､北 海道海面漁業調整規則に基づ く漁業の

許可を知事か ら受けなければな らないことにな ってお り､許 可を得ないで漁業を行っ

た場合には厳 しく罰せ られる｡

また､漁 業者か ら道知事に対 して漁業許可の申請があっても､次 の場合には許可を

行わないこともある｡
･前 年度において､こ の漁業の許可 を受け誠実に営んだ実績 を有 しない者か ら申請

があった場合

･根 室支庁管内以外に住所を有する者が申請 した場合

･操 業海域に関係す る漁協の意見書が添付されていない場合

･同 一漁業者が2隻 以上 申請 した場合

○許可 の制 限・ 条件 について

道 知事 はスケ トウ ダラの資源保護 を図 るため､許 可 に際 して次 の制 限･条 件 を附 し

ている｡

･北 海道 に漁船 登録 を有 す る漁船

･根 室支庁 管内に住 所 を有す る者 の所有す る漁船

･原 則､総 トン数20ト ン未満の漁船

･許 可等の隻数 はスケ トウ ダラの資源保護等 のため別 に定める｡

なお､平 成15年 の羅 臼漁協のス ケ トウダラ漁業の許 可隻数 は次 の とお り

ス ケ トウダラ固定式 刺 し網漁 業176件

スケ トウダラ延 縄漁 業10件

･操 業期間 は､4月1日 ～翌年3月31日 まで

た だ し､知 事 が資源 保護 又は漁業 調整 のため､操 業 の停止 期間 を定 めて通 知 した

場 合 は当該期間 を除 く｡

･許 可等の有効期 限は1年 以内 とす る｡

･刺 し網漁業 に あっては､使 用す る刺 し網 の網 目の大 き さが91mm以 上103

mmで な けれ ばな らな い｡



○ 資源 管理 ・漁獲 可能 量(TAC)に ついて

「海 洋生 物資源 の保 存及 び管理 に関 す る法 律」 は、 排他 的経 済水 域等 にお ける海 洋

生物 資源 の保 存及 び管理 を図 り、 あわせ て海 洋法に関 す る国際連 合 条約 の的確 な実施

を確 保 し、漁 業 の発展 と水産物 の供 給の安 定 に資す るため1996年 に公布 された。

日本 沿岸に お けるスケ トウダラは、 「海洋生 物資源の保存及 び管理 に関する法律」に

よ り、漁獲量 の上限 の設定 によ る資源管理 を行 って いる。

漁獲量 の設 定根 拠 は、漁獲量 を持 続利用 可能 な もの とす るた め、 国が水 産研 究所等

の調 査 をも とに資源状 況 を評価 した うえで漁 獲量 が設定 され てい る。

な お、2004年 の根 室海峡 の スケ トウ ダラ漁 業の漁獲 可能量 は17,000ト ン

であ る。

また、 「海 洋水産 資源開発促進 法」に基 づ き漁業者が 自主 的に30cm未 満の スケ ト

ウダラの漁獲 を行 っていな い。
〕
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羅臼漁協の漁業者 自らが資源を保護する取組について

○禁漁期 の設 定 につ いて

・スケ トウダラ刺 し網 の操業 期間は、4月1日 ～翌年3月31日 までで あるが 、

2001年 か ら産卵親 魚 を保護 し、再生 産 を促 すた め、ス ケ トウダラが産卵 する一

定期 間 に全船 禁漁措置 を行 ってい る。

・近 年 は3月25日 まで に操業 を終 了 し、3月26日 ～4月5目 ま での 間 を全 面禁漁

と して いる。

○禁漁 区の設 定に ついて

・ス ケ トウダラ刺 し網の操 業 区域 は、羅 臼沖合海域全般 であ るが、1997年 か ら産

卵 親 魚 を保護 し、再 生産 を促す ため漁場 を区切 り、産卵期 の一定 期間禁漁区 を設定

して いる。

・禁漁 区 の場 所や 期間に つ いては、 資源再 生産 を図 るた め産卵親 魚 の成 熟状況 や蝟集

状況 な どを考 慮 しなが ら決定 して いる。

・2004年 は、 羅 臼沿岸 の7区 域 に おいて、3月20日 ～4月5日 までの間 を禁漁

と している。(別 添 図一1=4,8,11,14,23,24,25)

♪

○網 目の制限 につ いて

・道知 事 の許可 の制限条 件で、ス ケ トウダラの刺 し網 の 目合 いの大 きさは91mm以

上103mmま で認 め られ ているが、1990年 代か ら漁業者 は 自主 的に91mm

の小 さな 目合 い を使用 しな いで、97mm以 上の大 きな 目合 い を使 用 し、主 に小型

親魚 で ある初 回産卵 魚を厳 しく保 護 して いる。

・当該 海 域の根室 海峡 を除 く北海道 内のスケ トウダラの 目合いの下限 は84mmで あ

り、 この ことか らも、羅 臼地 区の 小型のスケ トウダラ親魚 の保護 は全道 で一番 厳 し

いもので ある。

・過去 に は17 .6mの 高 さの刺 し網 を使 用 していたが、2001年 か らは

15.5mの 高 さの小型 の刺 し網 に変更 して漁獲圧 力を抑制 し、資源 の保護 を行 っ

て いる。

○共同経営体方式について

・スケ トウダラの許可を得た漁業者は、許可の条件や漁業者らの資源管理の取組 を遵
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守 すれ ば、操 業 で きる こととな ってい るが、 羅臼漁 協の漁 業者 は5隻 で1グ ルー プ

を構 成 し、5隻 の うち1隻 を交互 に休漁 させ る取組 を行 い、漁 獲圧 力の20・/oを 抑

制 し、 資源の保護 を行 ってい る。

○自主 減船 につ いて

・根 室海 峡 で操 業す るス ケ トウダラ刺 し網 漁業 には、1月 ～3月 まで操業 する経営体

と4月 ～12月 まで操業す る経営体 の2パ ター ンが ある。

・1988年 に おけ る1月 ～3月 まで操業 す るパ ター ンの 隻数 は193隻 あったが、

1991年 以降 スケ トウダ ラの漁獲量 が減 少 した こ とに伴 い、1996年 に48隻

が ス ケ トウ ダラ資源 を保護 す るため に 自主的 に減船 、廃業 を行 った。 また、2隻 に

つ いて もスケ トウダ ラ刺 し網 漁業 を止め、他 の漁業 を行 うこ ととな った。

さ らに、 スケ トウ ダラ資源 を保護 す るた め休業船が 発生 した。

・そ の結果、1988年 に193隻 あ った漁船が2003年 には94隻 まで減少 した。

・一 方 、1988年 に138隻 あ った4月 ～12月 ま で操業 す るパ ター ンの船 もス ケ

トウ ダラ資源 を保護 す るため、2003年 には87隻 まで減少 した。

・減船 とは、長 年漁業 に携わ って きた漁業 者が船 を職 を失 い、ま た、乗組 員 も職 を失

う行 為 であ り、 当地 区のスケ トウ ダラ漁業 者 は資源 を保護 す るために このよ うな努

力 を行 ってきた。
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禁漁区及び実施時期
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1カ キノ手上平獺13ロ ーソク ラクヨウ25貯 岩 ・知床

2セ キ上平瀬14メ タマ26羅 臼前ドブケ

3ワ タリ上平瀬f5中 の瀬ウマノセゴ27飛 仁帯前深み

4カ ギノ手・テングのハナ16沖 の溺28天 狗岩前深み

5セ キ テンシンt7サ シルイ 天狗岩29沖 の瀬とメカネの中間深み

6ワ タリ ・fi二18カ ンゴ矩円別前 ルサ30ル サ前深み

7カ ワナカ ソスケ19ワ シ岩 セセキ3fカ モユンベ前深み

8中 の瀬沖の傾れ上20相 泊32モ イルス深み

9浜 一21カ モユンベ クスレ33滝 の下深み

10ラ ウス前 チ トライ22観 音 デバリ34赤 岩深み

料 申の瀬坤の傾れ下23モ イルス ペキン

12中 の瀬丘の傾れ24覇 の漏 カブ ト

32 31
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1

禁 漁 区(漁 場 番 号) 実 施 時 期

20し4 4, で4, 23, 24, 25 323～45

2001 4, 8, て4, 23, 24, 25 320～45(4,8,14は322か ら)

2002 4, 8P 11, て4F 23, 24, 25 3207》45(4,8,11,14は322か ら〉

2003 4, 8, 1ち 14, 237 247 25 320～45(4,8,II,14は321かb)

2004 4, 8, 11, 14, 23, 24, 25 320～45
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